
＜他集落との連携、高齢農家等への支援を実施している事例＞

○近隣集落との連携による獣害対策

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岐阜県飛騨市古川町 寺地・笹ヶ洞
ひ だ し ふるかわちよう て ら じ ささがほら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
28.5ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 33.3 ％
370万円 共同取組活動 役員報酬 4.3％

66.7％ 研修会等 4.1％（ ）
道路・水路管理費 9.5％
農地管理費 23.0％
鳥獣害防止対策費 2.7％
農業農村振興会議拠出 15.4％
その他 7.7％

協定参加者 農業者31人、農業生産法人1

２．取組に至る経緯

・町内の各集落において獣害（イノシシによる被害）は深刻な問題となっていた。

・そこで、寺地・笹ヶ洞集落では獣害対策の取組として、農地の周りに電気柵を設置

する実証実験を行い、効果を得ることができた。

、 、・これにより集落内で電気柵を設置するようになり 被害を減少することができたが

集落そのものが山に囲まれているため、柵をしていない場所が順番に被害を受ける

ようになった。

３．取組の内容

・上記のことから電気柵は農地の周りではなく、集落のまわり（山際）に設置し、集

落を囲んでしまうことで、かなりの効果を得ることができた。

・また、寺地・笹ヶ洞集落と隣接する谷、信包、黒内の各集落協定においてもそれぞ

れ電気柵による獣害対策を行っており、同じ問題を抱えていたことから、隣り合

う集落で連携して集落全体に設置することで地域全体を守る取り組みを行ってい

る。

電気柵設置の様子 山際に電気柵を設置



［集落の将来像]
○ エイドスタッフ（古川町内の農業生産法人）による集落協定内の水稲栽培に係る農作業受託を推進す
るとともに耕作放棄地の減少を図る。

○ 定年帰農者の育成を推進し、また高齢農家との連携等を図ることで、遊休農地の増加を抑制する。
○ 集落内非農家との草刈りによる水路管理を行い、自然への関心及び農業への理解を図り、集落活動へ
の参加を推進する。

○ 飛騨猟友会と連携し鳥獣害防止柵等を設置、農作物への被害を抑制するとともに、生産意欲の向上に
よる生産性の向上及び農家所得の向上を図る。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 水路・農道は、年2回の共同取組により維持・管理を実施するとともに必要に応じて水路改修、農道
補修を実施する。

○ 必要に応じて飛騨猟友会と連携し、獣害防止用施設の設置を実施する。
○ エイドスタッフによる作業受託を実施する。
○ 定年帰農者を育成する。
［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 田28.5ha 周辺林地の下草刈り 担い手への農地集積（ ）
（年1回） （新たに1.4ha（5％）の実施、

個別対応及びエイドスタッフ 目標8.5ha)
による利用権設定や農作業受
託

個別対応
共同取組活動

水路・農道の管理
・年2回の水路清掃、水路、 堆きゅう肥の施肥
農道の草刈り （畜産農家との連携によ 子供会による農業体験、収穫祭

・梅雨、台風等の降雨後の見 り牛糞を使用） の実施
回り

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

・電気柵の設置により獣害は減少した。しかし、冬は雪に覆われるため、秋の撤去と

春の設置を毎年行わなければならない。水路清掃や草刈り作業と同様に集落全員の

協力によって続けていく。

・電気柵によって大きな効果を得ているが、完全に被害が無くなったわけではない。

また、電気柵を設置することで更に別の地域へ移動することが懸念される。町単位

での連携や、猟友会などと協力しながら、檻を利用した捕獲も検討し、数を減らす

対策も考えていきたい。

［平成21年度までの主な成果］
○ 子供会による農業体験（田植、稲刈り体験 、収穫祭の実施）
○ 担い手への利用集積（利用権設定 当初7.1ha、目標8.5ha、H21実績10ha）


